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議会運営委員会会議録（要旨） 

 

 
１ あいさつ 

議長 
 
２ 議題 
⑴ 令和元年第３回長久手市議会定例会議事日程について 
ア 一般質問について 
 ＜説明：事務局＞ 
・ 発言通告 個人質問１７人 
・ １０月７日（月）６人、１０月８日（火）６人、１０月９日（水）５人 

 （委員長）  説明のとおりの内容でよいか。 
 （委員）     発言通告書の質問項目１「３期目の吉田市政について」の「吉」を「 」 
        に訂正してほしい。 
 （事務局）  「 」に訂正する。 
 （委員）    発言通告書の質問項目１「育児に関する切れ目のない支援について」の 

⑴宿泊型産前産後母子ケア事業についての内容はどのようかの後ろに句点

を追加してほしい。 
 （事務局）   句点を追加する。 
 （委員）    中項目の文末が句点でなく、読点とし小項目に続いている通告書がある

が、このままでよいか。 
 （事務局）  質問文の流れとしてよいと判断している。 
 （委員）   通告書は事前に事務局のチェックを受けていて、表記は個人の責任によ

るので合意を諮ってほしい。 
 （委員長）  通告書の表記は個人の責任に任せることでよろしいか。 

日 時 令和元年１０月１日（火） 午前１０時００分～午前１１時１２分 

場 所 長久手市役所本庁舎 ２階 委員会室 

出席委員 
委員長 山田かずひこ   副委員長 ささせ順子 
委 員 青山直道  伊藤真規子 大島令子   

岡崎つよし 川合保生  なかじま和代 

職務のため 

出席した者 

の職氏名 

議 長 加藤和男 
委員外議員 木村さゆり 
事務局長 水野敬久  議事課長 貝沼圭子  議事係長 吉田菜穂子 
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＜異議なし＞ 
 

  イ 決算審査意見書質疑通告について 
    ＜説明：事務局＞ 

・ 発言通告 ２人 
 （委員長）  説明のとおりの内容でよいか。 

＜異議なし＞ 
 

  ウ 請願について 
   ＜説明：事務局＞ 

・ 請願第３号 請願文書表及び請願書のとおり 
・ 委員会付託 教育福祉委員会 

 （委員長）  説明のとおりの内容でよいか。 
＜異議なし＞ 

  エ 議事日程について 
   ＜説明：事務局＞（議事日程第２号～第６号のとおり） 
 （委員長）  議事日程について意見はあるか。 

＜異議なし＞ 
 
⑵ 令和元年第４回定例会の日程について 
   ＜説明：事務局＞（会期日程案のとおり） 

・ １１月２７日から１２月２０日までの２４日間 
 （委員長）  説明のとおりでよいか。 

＜異議なし＞ 
 

⑶ 議会報告会について 
 （委員長）  議会報告会テーマの公募について、９月２５日に応募があったのでテー

マとして取りあげるか意見を伺いたい。 
（委員）   テーマの範囲が広く取りあげにくいため、今回は丁重にお断りするのが 

よい。 
 （委員）   テーマとするのは難しいが全議員で共有してはどうか。 
 （委員長）  応募されたテーマは議会報告会としては取りあげないこととし、内容に 

ついては全議員で共有することでよろしいか。また、応募された方にはお

礼文を送付することとする。 
＜異議なし＞ 

（委員長）   託児の用意ができないか相談があったので意見を伺いたい。 
 （副委員長） 託児の方法については民間、NPO 法人、ファミサポなどがある。 
 （委員長）  近隣市の状況として瀬戸市、尾張旭市、日進市、みよし市、豊明市は託 
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児の対応はしていない。過去に親子で参加されたという事例はあった。 
 （委員）   託児が必要な方の参加があるのか。 
 （委員）   託児を用意してほしいという意見があった。９月２８日に開催された長 

久手市男女共同参画市民講座では、NPO 法人が当日参加でも対応できる同 
室プチ託児を行っていたので、可能であれば託児があるという呼びかけが

できたらと思う。 
 （委員）   お子さんの年齢に幅がある。公が行う事業であるため託児となると責任

を持って行わなければならない。 
 （委員）   様々な年代の方に参加はしてもらいたいが、あらゆることを想定しなけ

ればならないため、来年度に向けて研究していくということでどうか。 
 （委員）   チラシに親子でも参加できるという一文を入れてはどうか。 
 （委員）   チラシに記載すると開催側の責任が生じてくる。親子で参加したいとい

う意向があれば断るのではなく、個別に対応するとしてはどうか。 
 （委員）   チラシから親子で参加できることが伝わらない。途中入退場できる程度

の記載するのはどうか。 
 （議長）   親子参加について問い合わせがあった場合はどのように対応するか。 
  （委員）   制限はしていないので、その方の判断に任せることでよいのではないか。 
 （委員長）  託児については、来年度に向けて研究することとし、今回のチラシには

親子参加の文言は記載しないが参加したいという意向があればその方の判

断に任せることでよいか。 
＜異議なし＞ 

 
⑷ 議員報酬について 
 （委員長）  正副委員長活動実績について前回の議会運営委員会で意見をもらったた 

め訂正したので確認をお願いする。この内容でよろしいか。 

＜異議なし＞ 
 

３ その他 

 （議長）   執行部から開会日の市長の所信表明の時に傍聴席から広報に掲載する写 

真撮影をしたいという申出があり許可したので報告する。 

 （委員）   議会だよりの原稿の締め切り日が一般質問終了後一週間後と短いため可

能であればもう少し延ばしてほしい。 

 （委員長）  議会だより編集特別委員会に相談してほしい。 

 （委員長）   次回の議会運営委員会は１０月２８日（月）午前１０時から開催する。 
 
        以上で議会運営委員会を終了する。 


